
五

発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）

改

正

案

現

行

発
行
者
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に
関
す
る
内
閣

発
行
者
で
あ
る
会
社
以
外
の
者
に
よ
る
株
券
等
の
公
開
買
付
け
の
開
示
に

府
令

関
す
る
内
閣
府
令

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
十
八

（
略
）

一
〜
十
八

（
略
）

十
九

応
募
株
主
等

法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
応
募
株
主

十
九

応
募
株
主

法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
応
募
株
主
を

等
を
い
う
。

い
う
。

二
十
〜
二
十
二

（
略
）

二
十
〜
二
十
二

（
略
）

二
十
三

対
象
者

公
開
買
付
け
に
係
る
株
券
等
の
発
行
者
を
い
う
。

二
十
三

対
象
会
社

公
開
買
付
け
に
係
る
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
を

い
う
。

（
株
券
等
に
含
め
な
い
有
価
証
券
）

（
株
券
等
に
含
め
な
い
有
価
証
券
）

第
二
条

令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

第
二
条

令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
有
価
証
券
と
す
る
。

げ
る
有
価
証
券
と
す
る
。

一

議
決
権
の
な
い
株
式
（
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
の
な
い
株

一

議
決
権
の
な
い
株
式
（
令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
議
決
権
の
な
い
株

式
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
議
決
権
の
あ
る
株
式
に
転
換
す
る
こ
と
を
請
求
で

式
を
い
う
。
）
に
係
る
株
券

き
な
い
も
の
に
係
る
株
券

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

－１－



（
特
別
関
係
者
で
除
外
さ
れ
る
者
等
）

（
特
別
関
係
者
で
除
外
さ
れ
る
者
等
）

第
三
条

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
三
条

法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

者
は
、
そ
の
者
の
所
有
（
令
第
七
条
第
三
項
に
定
め
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

者
は
、
そ
の
者
の
所
有
（
令
第
七
条
第
三
項
に
定
め
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
に
係
る
当
該
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
（
株
券
に
つ
い
て
は
第
八
条

じ
。
）
に
係
る
当
該
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
（
株
券
に
つ
い
て
は
第
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
を
、
そ

第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
を
、
そ

の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た

の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た

株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等

株
式
に
係
る
議
決
権
の
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等

の
区
分
に
従
い
当
該
各
号
に
定
め
る
数
以
下
で
あ
る
者
と
す
る
。

の
区
分
に
従
い
当
該
各
号
に
定
め
る
数
以
下
で
あ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

外
国
法
人
の
発
行
す
る
株
券
等

総
株
主
の
議
決
権
（
法
第
三
十
二
条
第

二

外
国
法
人
の
発
行
す
る
株
券
等

総
株
主
の
議
決
権
（
法
第
三
十
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
）
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
数

五
項
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の

一
に
相
当
す
る
数

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
特
別
支
配
関
係
に
あ
る
法
人
等
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

（
特
別
支
配
関
係
に
あ
る
法
人
等
か
ら
除
か
れ
る
も
の
）

第
三
条
の
二
の
二

令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
三
条
の
二
の
二

令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

も
の
は
、
特
定
買
付
け
等
（
令
第
七
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
買
付

る
も
の
は
、
特
定
買
付
け
等
（
令
第
七
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
買

け
等
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行

付
け
等
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
条
の
二
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

う
日
以
前
一
年
間
継
続
し
て
令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し

行
う
日
以
前
一
年
間
継
続
し
て
令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
者
に
該

て
い
た
者
以
外
の
者
と
す
る
。

当
し
て
い
た
者
以
外
の
者
と
す
る
。

（
削
る
）

２

令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特

定
買
付
け
等
を
行
う
日
以
前
一
年
間
継
続
し
て
同
号
ロ
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し

て
い
た
者
以
外
の
者
と
す
る
。

－２－



（
関
係
法
人
等
）

（
関
係
法
人
等
）

第
三
条
の
二
の
三

令
第
七
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
三
条
の
二
の
三

令
第
七
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

親
法
人
等
（
令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。

一

親
法
人
等
（
令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う

）

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

二

令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
者

三

前
号
に
掲
げ
る
者
が
他
の
法
人
等
（
令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す

三

前
号
に
掲
げ
る
者
が
他
の
法
人
等
（
令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す

る
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
（
同
号
に
規

る
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
（
同
号
イ
に

定
す
る
特
別
支
配
関
係
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す

規
定
す
る
特
別
支
配
関
係
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有

る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

（
削
る
）

四

令
第
七
条
第
五
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
者

（
削
る
）

五

前
号
に
掲
げ
る
者
が
他
の
法
人
等
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
を
有
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等
（
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（
削
る
）

六

第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
特
別
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
等

四
〜
六

（
略
）

七
〜
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
適
用
除
外
と
な
る
買
付
け
等
）

（
適
用
除
外
と
な
る
買
付
け
等
）

第
四
条

令
第
七
条
第
五
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
四
条

令
第
七
条
第
五
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

株
券
等
の
発
行
者
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
発
行
者
の
他
の
役
員
又
は

一

株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の

従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
発
行
者
の
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
場
合
（
当
該

役
員
又
は
従
業
員
と
共
同
し
て
当
該
会
社
の
株
券
の
買
付
け
等
を
行
う
場
合

発
行
者
が
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
十
条
第
一
項

（
当
該
会
社
が
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
百
十
条
第

－３－



又
は
第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
基
づ
き

一
項
又
は
第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
基

買
付
け
た
株
券
以
外
の
株
券
等
を
買
付
け
る
と
き
は
、
証
券
会
社
に
委
託
し

づ
き
買
付
け
た
株
券
以
外
の
株
券
等
を
買
付
け
る
と
き
は
、
証
券
会
社
に
委

て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
等
が
一
定
の
計
画
に
従

託
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
買
付
け
等
が
一
定
の
計
画

い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
各
役
員

に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
各

又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
限

役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合

る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

株
券
等
の
発
行
者
の
役
員
又
は
従
業
員
が
信
託
業
を
営
む
者
と
信
託
財
産

二

株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
信
託
業
を
営
む
者

を
当
該
発
行
者
の
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

と
信
託
財
産
を
当
該
会
社
の
株
券
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
を

て
締
結
し
た
信
託
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
役
員
又
は
従
業
員
が
信
託
業
を
営

目
的
と
し
て
締
結
し
た
信
託
契
約
に
基
づ
き
、
当
該
役
員
又
は
従
業
員
が
信

む
者
に
当
該
発
行
者
の
株
券
の
買
付
け
等
の
指
図
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、

託
業
を
営
む
者
に
当
該
会
社
の
株
券
の
買
付
け
等
の
指
図
を
行
う
場
合
で
あ

当
該
買
付
け
等
の
指
図
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断
に
基
づ

っ
て
、
当
該
買
付
け
等
の
指
図
が
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判
断

か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
当
該
役
員
又
は
従
業
員
を
委
託
者
と
す

に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
る
場
合
（
当
該
役
員
又
は
従
業
員
を
委
託

る
信
託
財
産
と
当
該
発
行
者
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
を
委
託
者
と
す
る
信

者
と
す
る
信
託
財
産
と
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
を
委
託
者
と
す

託
財
産
と
が
合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

る
信
託
財
産
と
が
合
同
し
て
運
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

（
買
付
け
等
の
通
知
書
の
記
載
事
項
等
）

（
買
付
け
等
の
通
知
書
の
記
載
事
項
等
）

第
五
条

令
第
八
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
五
条

令
第
八
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
〜
三

一
〜
三

四

当
該
通
知
書
に
係
る
応
募
株
主
等
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も

四

当
該
通
知
書
に
係
る
応
募
株
主
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

のイ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

－４－



３

令
第
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
開
買
付
者

３

令
第
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
開
買
付
者

に
お
い
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
応
募
株
主
等

に
お
い
て
、
第
七
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
応
募
株
主
に

に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法

対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」

」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承

と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾

諾
を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

４

令
第
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

４

令
第
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
と
す
る
。

方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
応
募
株
主
等
の
使
用
に
係

イ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
応
募
株
主
の
使
用
に
係
る

る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信

電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

法
ロ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

ロ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
応

記
録
さ
れ
た
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
応

募
株
主
等
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
応
募
株
主
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

募
株
主
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
応
募
株
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
に

法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場

よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に

合
に
あ
っ
て
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

あ
っ
て
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ

た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二

（
略
）

二

（
略
）

５

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
応
募
株
主
等
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力

５

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
応
募
株
主
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す

す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
。

。

６

第
四
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に

６

第
四
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に

－５－



係
る
電
子
計
算
機
と
、
応
募
株
主
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

係
る
電
子
計
算
機
と
、
応
募
株
主
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

７

（
略
）

７

（
略
）

８

第
三
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
公
開
買
付
者
は
、
当
該
応
募
株
主
等
か
ら

８

第
三
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
公
開
買
付
者
は
、
当
該
応
募
株
主
か
ら
書

書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申

面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
応
募
株
主
等
に
対
し
、
当
該
通
知
書
に
記
載
す
べ

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
応
募
株
主
に
対
し
、
当
該
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
事

き
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
応
募

応
募
株
主
等
が
再
び
同
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

株
主
が
再
び
同
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。

（
株
券
等
の
所
有
割
合
の
計
算
）

（
株
券
等
の
所
有
割
合
の
計
算
）

第
六
条

法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
株
券
等
所
有
割
合
は
、
次
に

第
六
条

法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
株
券
等
所
有
割
合
は
、
次
に

掲
げ
る
方
法
で
計
算
す
る
こ
と
と
す
る
。

掲
げ
る
方
法
で
計
算
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
買
付
け
等
の
後
に
お
け
る

一

株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
買
付
け
等
の
後
に
お
け
る

そ
の
者
の
所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
（
次
条
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下

そ
の
者
の
所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
（
次
条
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数
を
、
当
該
株
券
等
の
発
行

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数
を
、
当
該
株
券
等
の
発
行

者
の
総
議
決
権
の
数
（
令
第
七
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
議
決
権
の

者
で
あ
る
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
数
に
当
該
買
付
け
等
の
後
に
お
け
る

数
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
該
買
付
け
等
の
後
に
お
け
る
そ

そ
の
者
の
所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
（
株
券
及
び
令
第
九
条
の
二
に
定
め
る

の
者
の
所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
（
株
券
及
び
令
第
九
条
の
二
に
定
め
る
有

有
価
証
券
を
除
く
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数
及
び
そ
の
者
の
特
別
関
係
者
の

価
証
券
を
除
く
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数
及
び
そ
の
者
の
特
別
関
係
者
の
所

所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
（
株
券
及
び
令
第
九
条
の
二
に
定
め
る
有
価
証
券

有
に
係
る
当
該
株
券
等
（
株
券
及
び
令
第
九
条
の
二
に
定
め
る
有
価
証
券
を

を
除
く
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数
を
加
算
し
た
数
で
除
す
方
法

除
く
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数
を
加
算
し
た
数
で
除
す
方
法

二

特
別
関
係
者
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
七
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
当
該

二

特
別
関
係
者
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
七
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
当
該

発
行
者
の
発
行
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ

会
社
の
発
行
す
る
株
券
等
の
買
付
け
等
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て

－６－



て
は
、
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
を
、
当
該

は
、
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
を
、
当
該
会

発
行
者
の
総
議
決
権
の
数
に
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
（
株
券
及

社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
数
に
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
当
該
株
券
等
（
株
券

び
令
第
九
条
の
二
に
定
め
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数
及

及
び
令
第
九
条
の
二
に
定
め
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）
に
係
る
議
決
権
の
数

び
当
該
買
付
け
等
の
後
に
お
け
る
当
該
買
付
け
等
を
行
う
者
の
所
有
に
係
る

及
び
当
該
買
付
け
等
の
後
に
お
け
る
当
該
買
付
け
等
を
行
う
者
の
所
有
に
係

当
該
株
券
等
（
株
券
及
び
令
第
九
条
の
二
に
定
め
る
有
価
証
券
を
除
く
。
）

る
当
該
株
券
等
（
株
券
及
び
令
第
九
条
の
二
に
定
め
る
有
価
証
券
を
除
く
。

に
係
る
議
決
権
の
数
を
加
算
し
た
数
で
除
す
方
法

）
に
係
る
議
決
権
の
数
を
加
算
し
た
数
で
除
す
方
法

（
所
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
所
有
す
る
株
券
等
か
ら
除
外
す
る
も

（
所
有
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
所
有
す
る
株
券
等
か
ら
除
外
す
る
も

の
）

の
）

第
七
条

法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
所
有
の
態
様
そ
の
他

第
七
条

法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
所
有
の
態
様
そ
の
他

の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等
と
す

の
事
情
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
株
券
等
と
す

る
。

る
。

一
〜
九

（
略
）

一
〜
九

（
略
）

十

発
行
者
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
発
行
者
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と

十

会
社
の
役
員
又
は
従
業
員
が
当
該
会
社
の
他
の
役
員
又
は
従
業
員
と
共
同

共
同
し
て
当
該
発
行
者
の
株
券
等
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の

し
て
当
該
会
社
の
株
券
等
の
取
得
（
一
定
の
計
画
に
従
い
、
個
別
の
投
資
判

投
資
判
断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回

断
に
基
づ
か
ず
、
継
続
的
に
行
わ
れ
、
各
役
員
又
は
従
業
員
の
一
回
当
た
り

当
た
り
の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合

の
拠
出
金
額
が
百
万
円
に
満
た
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
場
合
（
当
該

（
当
該
発
行
者
が
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
又
は
第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一

会
社
が
商
法
第
二
百
十
条
第
一
項
又
は
第
二
百
十
一
条
ノ
三
第
一
項
（
第
一

項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
買
付
け
て
い
た
株
券
以
外
の
株

号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
買
付
け
て
い
た
株
券
以
外
の
株
券
等
を
買

券
等
を
買
付
け
た
と
き
は
、
証
券
会
社
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
に
限
る
。

付
け
た
と
き
は
、
証
券
会
社
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い

）
に
お
い
て
当
該
取
得
を
し
た
株
券
等
を
信
託
さ
れ
た
者
が
所
有
す
る
当
該

て
当
該
取
得
を
し
た
株
券
等
を
信
託
さ
れ
た
者
が
所
有
す
る
当
該
株
券
等
（

株
券
等
（
当
該
信
託
さ
れ
た
者
が
当
該
株
券
等
に
つ
い
て
令
第
七
条
第
三
項

当
該
信
託
さ
れ
た
者
が
当
該
株
券
等
に
つ
い
て
令
第
七
条
第
三
項
第
二
号
及

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
権
限
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

び
第
三
号
に
掲
げ
る
権
限
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

－７－



（
公
開
買
付
開
始
公
告
の
掲
載
事
項
）

（
公
開
買
付
開
始
公
告
の
掲
載
事
項
）

第
十
条

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

第
十
条

法
第
二
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

四

公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

対
象
者
の
名
称

イ

対
象
会
社
の
名
称

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ニ

買
付
け
等
の
後
に
お
け
る
公
開
買
付
者
の
所
有
に
係
る
株
券
等
の
株
券

ニ

買
付
け
等
の
後
に
お
け
る
公
開
買
付
者
の
所
有
に
係
る
株
券
等
の
株
券

等
所
有
割
合
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
株
券
等
所
有
割

等
所
有
割
合
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

合
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
公
告

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
公
告
を
行
う
日
に
お
け
る
特

を
行
う
日
に
お
け
る
特
別
関
係
者
の
株
券
等
所
有
割
合
並
び
に
こ
れ
ら
の

別
関
係
者
の
株
券
等
所
有
割
合
並
び
に
こ
れ
ら
の
合
計
数

合
計
数

ホ
〜
ト

（
略
）

ホ
〜
ト

（
略
）

五

買
付
け
等
の
前
に
お
け
る
公
開
買
付
者
及
び
そ
の
特
別
関
係
者
の
株
券
等

（
新
設
）

所
有
割
合
並
び
に
そ
の
合
計
数

六

買
付
予
定
の
株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数
が
当
該
発
行
者
の
総
議
決
権
の

（
新
設
）

数
に
占
め
る
割
合

七

対
象
者
又
は
そ
の
役
員
と
の
当
該
公
開
買
付
け
に
関
す
る
合
意
の
有
無

五

対
象
会
社
又
は
そ
の
役
員
と
の
当
該
公
開
買
付
け
に
関
す
る
合
意
の
有
無

八
・
九

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
有
価
証
券
届
出
書
等
が
提
出
さ
れ
る
公
開
買
付
け
の
場
合
の
記
載
の
特
例
）

（
有
価
証
券
届
出
書
等
が
提
出
さ
れ
る
公
開
買
付
け
の
場
合
の
記
載
の
特
例
）

第
十
七
条

法
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
記
載
及
び
添
付
を
省
略
す

第
十
七
条

法
第
二
十
七
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
記
載
及
び
添
付
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
買
付
け
等
の
対

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
買
付
け
等
の
対

－８－



価
と
す
る
有
価
証
券
の
発
行
者
が
公
開
買
付
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲

価
と
す
る
有
価
証
券
の
発
行
者
が
公
開
買
付
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
号
様
式
の
う
ち
「第

一
公
開
買
付
要
項

」
の
「９

買
付
け
等
の

一

第
二
号
様
式
の
う
ち
第
一

公
開
買
付
要
項
の
９
買
付
け
等
の
対
価
と
す

対
価
と
す
る
有
価
証
券
の
発
行
者
の
状
況

」
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
記
載
事
項

る
有
価
証
券
の
発
行
会
社
の
状
況
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
記
載
事
項

二

（
略
）

二

（
略
）

（
買
付
条
件
等
の
変
更
の
公
告
の
掲
載
事
項
）

（
買
付
条
件
等
の
変
更
の
公
告
の
掲
載
事
項
）

第
十
九
条

法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

第
十
九
条

法
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

二

公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

対
象
者
の
名
称

イ

対
象
会
社
の
名
称

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

三
〜
六

（
略
）

三
〜
六

（
略
）

（
訂
正
届
出
書
又
は
訂
正
報
告
書
の
提
出
）

（
訂
正
届
出
書
又
は
訂
正
報
告
書
の
提
出
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２

対
象
者
又
は
そ
の
役
員
は
、
法
第
二
十
七
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

２

法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
会
社
等
は
、
同
条
第
二
項
に

る
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
訂
正
報
告
書
を
提

お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
訂

出
す
る
場
合
に
は
、
訂
正
報
告
書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し

正
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
訂
正
報
告
書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
買
付
け
等
の
期
間
の
延
長
を
要
し
な
い
訂
正
届
出
書
等
）

（
買
付
け
等
の
期
間
の
延
長
を
要
し
な
い
訂
正
届
出
書
等
）

－９－



第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

２

法
第
二
十
七
条
の
八
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当

２

法
第
二
十
七
条
の
八
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当

該
公
開
買
付
届
出
書
に
係
る
公
開
買
付
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
、
訂
正
届
出

該
公
開
買
付
届
出
書
に
係
る
公
開
買
付
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
、
訂
正
届
出

書
を
提
出
す
る
日
よ
り
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

書
を
提
出
す
る
日
よ
り
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

た
だ
し
、
買
付
条
件
等
の
う
ち
買
付
け
等
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
で
あ
っ
て

他
の
買
付
条
件
等
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
当
該
延
長
す
る
買
付
け
等
の
期
間

と
す
る
。

（
対
象
者
又
は
役
員
の
意
見
表
明
）

（
対
象
会
社
等
の
意
見
表
明
）

第
二
十
五
条

法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

第
二
十
五
条

法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
意
見
を
公
表
し
又
は
当
該
発
行
者
の
株
主
に
対
し
表
示
し
た
場
合

こ
ろ
に
よ
り
意
見
を
公
表
し
又
は
当
該
会
社
の
株
主
に
対
し
表
示
し
た
場
合
と

と
は
、
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
報
道
機
関
の
い
ず
れ
か
に
対
し
て
公
表
を
行

は
、
第
二
十
条
各
号
に
掲
げ
る
報
道
機
関
の
い
ず
れ
か
に
対
し
て
公
表
を
行
っ

っ
た
場
合
又
は
公
開
買
付
期
間
中
に
お
い
て
十
名
を
超
え
る
株
主
に
対
し
当
該

た
場
合
又
は
公
開
買
付
期
間
中
に
お
い
て
十
名
を
超
え
る
株
主
に
対
し
当
該
意

意
見
を
表
示
し
た
場
合
と
す
る
。

見
を
表
示
し
た
場
合
と
す
る
。

２

法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

２

法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
意
見
が
取
締
役
会
の
決
定
（
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の

三

当
該
意
見
が
取
締
役
会
の
決
定
（
株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の

特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
一
条
の
二
第

特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
一
条
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
同
法
第
二
十
一
条
の

三
項
に
規
定
す
る
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
同
法
第
二
十
一
条
の

七
第
三
項
の
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
く
執
行
役
の
決
定
。
次

七
第
三
項
の
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
く
執
行
役
の
決
定
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
役
員
会
の
決
議
に
基
づ
く
場
合
に
は
、
そ
の
旨

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
く
場
合
に
は
、
そ
の
旨

四

当
該
発
行
者
の
役
員
（
取
締
役
会
の
決
定
又
は
役
員
会
の
決
議
に
基
づ
く

四

当
該
会
社
の
役
員
（
取
締
役
会
の
決
定
に
基
づ
く
場
合
以
外
の
場
合
に
は

場
合
以
外
の
場
合
に
は
当
該
意
見
を
表
明
す
る
役
員
に
限
る
。
次
号
に
お
い

当
該
意
見
を
表
明
す
る
役
員
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
所
有
す

－１０－



て
同
じ
。
）
が
所
有
す
る
当
該
公
開
買
付
け
に
係
る
株
券
等
の
数
及
び
当
該

る
当
該
公
開
買
付
け
に
係
る
株
券
等
の
数
及
び
当
該
株
券
等
に
係
る
議
決
権

株
券
等
に
係
る
議
決
権
の
数

の
数

五

当
該
発
行
者
の
役
員
に
対
し
公
開
買
付
者
又
は
そ
の
特
別
関
係
者
（
法
第

五

当
該
会
社
の
役
員
に
対
し
公
開
買
付
者
又
は
そ
の
特
別
関
係
者
（
法
第
二

二
十
七
条
の
五
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
金
融
庁
長
官
に
行
っ
た
者
を

十
七
条
の
五
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
金
融
庁
長
官
に
行
っ
た
者
を
除

除
く
。
）
が
利
益
の
供
与
を
約
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
利
益
の
内
容

く
。
）
が
利
益
の
供
与
を
約
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
利
益
の
内
容

３

対
象
者
又
は
そ
の
役
員
は
、
法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意

３

対
象
会
社
又
は
そ
の
役
員
は
、
法
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

見
表
明
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
り
意
見
表
明
報
告

意
見
表
明
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
り
意
見
表
明
報

書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

告
書
を
三
通
作
成
し
、
関
東
財
務
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
撤
回
条
件
か
ら
除
外
さ
れ
る
場
合
）

（
撤
回
条
件
か
ら
除
外
さ
れ
る
場
合
）

第
二
十
六
条

令
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

第
二
十
六
条

令
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
微
な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各

で
定
め
る
基
準
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
従
い
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
従
い
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

対
象
者
が
完
全
親
会
社

一

令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

対
象
会
社
が
完
全
親
会

（
商
法
第
三
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
親
会
社
を
い
う
。
）
と

社
（
商
法
第
三
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
親
会
社
を
い
う
。
）

な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
株
式
交
換
に
よ
り
完
全
子
会
社
（
商
法
第
三
百

と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
株
式
交
換
に
よ
り
完
全
子
会
社
（
商
法
第
三

五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
子
会
社
を
い
う
。
）
と
な
る
会
社
の
最

百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
子
会
社
を
い
う
。
）
と
な
る
会
社
の

近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
対
象
者
の
最
近
事
業

最
近
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
が
対
象
会
社
の
最
近

年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
未
満
で
あ
る
も
の

事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
総
資
産
の
帳
簿
価
額
の
百
分
の
十
未
満
で
あ
る

も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

三

令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い

三

令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

イ

（
略
）

イ

（
略
）

－１１－



ロ

発
行
済
株
式
、
投
資
口
又
は
持
分
の
全
部
を
所
有
す
る
子
会
社
又
は
子

ロ

発
行
済
株
式
又
は
持
分
の
全
部
を
所
有
す
る
子
会
社
と
の
合
併
（
合
併

法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

に
よ
り
解
散
す
る
場
合
を
除
く
。
）

第
百
九
十
八
号
）
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
法
人
を
い
う
。
第

五
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
合
併
（
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
場
合
を

除
く
。
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い

五

令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
事
項

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

発
行
済
株
式
又
は
持
分
の
全
部
を
所
有
す
る
子
会
社
又
は
子
法
人
か
ら

ハ

発
行
済
株
式
又
は
持
分
の
全
部
を
所
有
す
る
子
会
社
か
ら
の
営
業
の
全

の
営
業
の
全
部
又
は
一
部
の
譲
り
受
け

部
又
は
一
部
の
譲
り
受
け

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
公
開
買
付
け
の
撤
回
等
の
公
告
の
掲
載
事
項
）

（
公
開
買
付
け
の
撤
回
等
の
公
告
の
掲
載
事
項
）

第
二
十
七
条

法
第
二
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
二
十
七
条

法
第
二
十
七
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

二

公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

対
象
者
の
名
称

イ

対
象
会
社
の
名
称

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

（
公
開
買
付
け
の
結
果
の
公
告
の
掲
載
事
項
）

（
公
開
買
付
け
の
結
果
の
公
告
の
掲
載
事
項
）

－１２－



第
三
十
条

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

第
三
十
条

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

二

公
開
買
付
け
の
内
容
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

対
象
者
の
名
称

イ

対
象
会
社
の
名
称

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

三
〜
六

（
略
）

三
〜
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
あ
ん
分
比
例
の
方
式
）

（
あ
ん
分
比
例
の
方
式
）

第
三
十
二
条

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
三
十
二
条

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

あ
ん
分
比
例
の
方
式
は
、
当
該
応
募
株
主
等
の
応
募
株
券
等
の
数
に
応
募
株
券

あ
ん
分
比
例
の
方
式
は
、
当
該
応
募
株
主
の
応
募
株
券
等
の
数
に
応
募
株
券
等

等
の
数
の
合
計
の
う
ち
に
占
め
る
買
付
け
等
を
す
る
株
券
等
の
数
の
合
計
の
割

の
数
の
合
計
の
う
ち
に
占
め
る
買
付
け
等
を
す
る
株
券
等
の
数
の
合
計
の
割
合

合
を
乗
じ
る
方
法
（
当
該
計
算
に
よ
っ
て
得
た
数
に
一
株
未
満
の
端
数
が
あ
る

を
乗
じ
る
方
法
（
当
該
計
算
に
よ
っ
て
得
た
数
に
一
株
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

と
き
は
、
当
該
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
方
法
）
と
す
る
。

き
は
、
当
該
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
方
法
）
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
公
衆
縦
覧
の
方
法
）

（
公
衆
縦
覧
の
方
法
）

第
三
十
三
条

公
開
買
付
届
出
書
（
そ
の
訂
正
届
出
書
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い

第
三
十
三
条

公
開
買
付
届
出
書
（
そ
の
訂
正
届
出
書
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
及
び
公
開
買
付
撤
回
届
出
書
並
び
に
公
開
買
付
報
告
書
及
び
意
見

て
同
じ
。
）
及
び
公
開
買
付
撤
回
届
出
書
並
び
に
公
開
買
付
報
告
書
及
び
意
見

表
明
報
告
書
（
こ
れ
ら
の
訂
正
報
告
書
を
含
む
。
）
は
、
関
東
財
務
局
及
び
こ

表
明
報
告
書
（
こ
れ
ら
の
訂
正
報
告
書
を
含
む
。
）
は
、
関
東
財
務
局
及
び
こ

れ
ら
の
書
類
に
係
る
株
券
等
の
発
行
者
の
本
店
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄

れ
ら
の
書
類
に
係
る
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に

す
る
財
務
局
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
）
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

－１３－



２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
公
開
買
付
説
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

（
公
開
買
付
説
明
書
の
交
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

に
係
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
準
用
等
）

に
係
る
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
準
用
等
）

第
三
十
三
条
の
二

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年

第
三
十
三
条
の
二

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年

大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の

大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の

九
第
二
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

九
第
三
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
公
開
買
付
届
出
書
等
の
写
し
の
送
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用

（
公
開
買
付
届
出
書
等
の
写
し
の
送
付
に
つ
い
て
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用

す
る
方
法
）

す
る
方
法
）

第
三
十
三
条
の
三

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

第
三
十
三
条
の
三

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
開
買
付
者
に
お
い
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
開
買
付
者
に
お
い
て
、
第
五
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
株
券
等
の
発
行
者
に
対
し
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法

よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
に
対
し
、
次
項
各
号
に

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を

掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類

示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
と
す
る
。

及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
と

す
る
。

２

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

２

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方

法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
株
券
等
の
発
行
者
の
使
用

イ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る

に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、

会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す

て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

る
方
法

ル
に
記
録
す
る
方
法

－１４－



ロ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

ロ

公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
株
券

記
録
さ
れ
た
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
株
券

等
の
発
行
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
の
使
用
に
係
る
電

等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
で
あ

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
電

る
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事

磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を

項
を
記
録
す
る
方
法
（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方

法
）

二

（
略
）

二

（
略
）

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
株
券
等
の
発
行
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
が
フ
ァ
イ
ル

出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に

４

第
二
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
公
開
買
付
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
、
株
券
等
の
発
行
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電

係
る
電
子
計
算
機
と
、
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

５

（
略
）

５

（
略
）

６

第
一
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
公
開
買
付
者
は
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者

６

第
一
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
得
た
公
開
買
付
者
は
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者

か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨

で
あ
る
会
社
か
ら
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を

の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
に
対
し
、
当
該
書
類
に
記

受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社

載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し

に
対
し
、
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
し

、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
が
再
び
同
項
に
規
定
す
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
が
再
び
同
項

の
限
り
で
な
い
。

に
規
定
す
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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五 発 行 者 で あ る 会 社 以 外 の 者 に よ る 株 券 等 の 公 開 買 付 け の 開 示 に 関 す る 内 閣 府 令（ 平 成 二 年 大 蔵 省 令 第 三 十 八 号）

改 正 案 現 行

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第一号様式 第一号様式

公開買付けによる買付け等の通知書 公開買付けによる買付け等の通知書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

(４) 応募に関して買付け等をする株券等又は返還する株券等 (４) 応募に関して買付け等をする株券等又は返還する株券等

ａ 当該応募株主等から買付け等をする株券等又は当該応募株主等に返還する株券等につい ａ 当該応募株主から買付け等をする株券等又は当該応募株主に返還する株券等について記

て記載すること。 載すること。

ｂ～ｅ （略） ｂ～ｅ （略）

(５) （略） (５) （略）
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改 正 案 現 行

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第二号様式 第二号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 公開買付届出書 【提出書類】 公開買付届出書

（略） （略）

第１【公開買付要項】 第１【公開買付要項】

１【対象者名】 １【対象会社名】

２～４ （略） ２～４ （略）

５【買付け等を行った後における株券等所有割合】(７) ５【買付け等を行った後における株券等所有割合】(７)

区分 議決権の数 区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）⒜ 買付予定の株券等に係る議決権の数（個）⒜

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）⒝ ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）⒝

ｂのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数 ｂのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数

（個）⒞ （個）⒞

届出書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 届出書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数

（個）⒟ （個）⒟

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）⒠ ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）⒠

ｅのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数 ｅのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数

（個）⒡ （個）⒡

届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数

（個）⒢ （個）⒢

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）⒣ ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）⒣

ｈのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数 ｈのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数
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（個）⒤ （個）⒤

対象者の総株主の議決権の数（ 年 月 日現在）（個）⒥ 対象会社の総株主の議決権の数（ 年 月 日現在）（個）⒥

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主の議決権の数に占める割合 買付け等後における株券等所有割合

（⒜／⒥ ）（％） （(a＋d＋g)／(j＋(b－c)＋(e－f)＋(h－i))×100）（％）

買付け等後における株券等所有割合

（(a＋d＋g)／(j＋(b－c)＋(e－f)＋(h－i))×100）（％）

６・７ （略） ６・７ （略）

８【買付け等に要する資金】(10) ８【買付け等に要する資金】(10)

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】 ⑵【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】 ①【届出日の前日現在の預金】

（略） （略）

②【届出日前の借入金】 ②【届出日の前日現在の預金のうち借入金】

（略） （略）

③～⑤ （略） ③～⑤ （略）

⑶【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】 ⑶【買付け等の対価とする有価証券の発行会社と公開買付者との関係等】

９【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】(11) ９【買付け等の対価とする有価証券の発行会社の状況】(11)

⑴～⑺ （略） ⑴～⑺ （略）

10【決済の方法】(12) （略） 10【決済の方法】(12) （略）

11【その他買付け等の条件及び方法】(13) 11【その他買付け等の条件及び方法】(13)

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶【応募株主等の契約の解除権についての事項】 ⑶【応募株主の契約の解除権についての事 】

⑷～⑹ （略） ⑷～⑹ （略）

第２ （略） 第２ （略）

第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】 第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】

１【届出書提出日現在における株券等の所有状況】(20) １【届出書提出日現在における株券等の所有状況】(20)

⑴【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】 （新設）

⑵～⑷ （略） ⑴～⑶ （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

第４【公開買付者と対象者との取引等】 第４【公開買付者と対象会社等との取引等】

１【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】(24) １【公開買付者と対象会社又はその役員との間の取引の有無及び内容】(24)

２【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】(25) ２【公開買付者と対象会社又はその役員との間の合意の有無及び内容】(25)

第５【対象者の状況】(26) 第５【対象会社の状況】(26)

１～４ （略） １～４ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

－３－



(１)～(５) （略） (１)～(５) （略）

(６) 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数 (６) 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数

ａ 「買付け等の価格」欄には、有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の種類 ａ 「買付け等の価格」欄には、有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の種類

及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等の種類、交換 及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等の種類、交換

比率及び金銭の額を記載すること。また、「株券等預託証券」の欄の括弧内には株券等預 比率及び金銭の額を記載すること。また、「株券等預託証券」の欄の括弧内には株券等預

託証券の権利に係る対象株券等の種類を記載すること（「買付予定の株券等の数」欄及び 託証券の権利に係る対象株券等の種類を記載すること（「買付予定の株券等の数」欄及び

「第３ 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況」の「１ 「第３ 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況」の「１

届出書提出日現在における株券等の所有状況」において同じ。）。 届出書提出日現在における株券等の所有状況」における「内訳」欄において同じ。）。

なお、株券等が投資証券である場合には、「株券」、「新株引受権証書」、「新株予約

権証券」、「新株予約権付社債券」及び「株券等預託証券」欄の記載を省略し、「投資証

券」欄を設けて記載すること（「買付予定の株券等の数」欄及び「第３ 公開買付者及び

その特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況」の「１ 届出書提出日現在におけ

る株券等の所有状況」欄において同じ。）。

ｂ～ｄ （略） ｂ～ｄ （略）

(７) 買付け等を行った後における株券等所有割合 (７) 買付け等を行った後における株券等所有割合

ａ 「対象者の総株主の議決権の数」の欄には、原則として、公開買付開始公告を行った日 ａ 「対象会社の総株主の議決権の数」の欄には、原則として、公開買付開始公告を行った

の総株主の議決権（法第３２条第５項に規定する議決権をいう。）の数を記載すること。 日の総株主の議決権（法第３２条第５項に規定する議決権をいう。）の数を記載すること

ただし、これがわからない場合には、直近に提出された有価証券届出書（法第２条第７項 。ただし、これがわからない場合には、直近に提出された有価証券届出書、有価証券報告

に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。）、有価証券報告書（法第２４条第１項に 書又は半期報告書に記載された総株主の議決権の数を記載しても差し支えない。

規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。）又は半期報告書（法第２４条の５第１項に

規定する半期報告書をいう。以下同じ。）に記載された総株主の議決権の数を記載しても

差し支えない。

なお、株券等が投資証券である場合には、「株券等に係る議決権の数」とあるのは「投

資証券に係る投資口の数」と、「議決権の数」とあるのは「投資口の数」と、「総株主の

議決権の数」とあるのは「発行済投資口の総口数」と読み替えて記載すること。この場合

には、「潜在株券等に係る議決権の数」及び「株券の権利を表示する株券等預託証券に係

る議決権の数」欄の記載を省略すること。

ｂ （略） ｂ （略）

(８)・(９) （略） (８)・(９) （略）

(10) 買付け等に要する資金 (10) 買付け等に要する資金

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略）

ｅ 「届出日の前々日又は前日現在の預金」欄には、普通預金、通知預金等の種類別に、届 ｅ 「届出日の前日現在の預金」欄には、普通預金、通知預金等の種類別に、届出日の前日

出日の前々日又は前日の銀行その他の金融機関（銀行及び令第１条の９に規定する金融機 の銀行その他の金融機関（銀行及び令第１条の９に規定する金融機関をいう。以下この様

関をいう。以下この様式において同じ。）の終業時における残高（借入債務の担保に供さ 式において同じ。）の終業時における残高（借入債務の担保に供されているもの等引出し

れているもの等引出しが制限されているものを除く。）を記載すること。 が制限されているものを除く。）を記載すること。

ｆ～ｊ （略） ｆ～ｊ （略）

ｋ 「その他資金の調達方法」欄には、「届出日の前々日又は前日現在の預金」欄及び「届 ｋ 「その他資金の調達方法」欄には、「届出日前日現在の預金」欄及び「届出日以降に借

出日以降に借入れを予定している資金」欄に記載したもの以外の資金の調達を予定してい 入れを予定している資金」欄に記載したもの以外の資金の調達を予定している場合に、そ

る場合に、その内容及び金額を記載すること。 の内容及び金額を記載すること。

ｌ 「(３) 買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等」には、有価 ｌ 「(３) 買付け等の対価とする有価証券の発行会社と公開買付者との関係等」には、有

－４－



証券をもって買付け等の対価とする場合に当該有価証券の発行者と公開買付者との関係を 価証券をもって買付け等の対価とする場合に当該有価証券の発行会社と公開買付者との関

具体的に記載するとともに、当該有価証券の種類に応じ必要な事項（たとえば、交換後の 係を具体的に記載するとともに、当該有価証券の種類に応じ必要な事項（たとえば、交換

最初の利益配当又は利息支払の時期、社債券の発行条件）を記載すること。 後の最初の利益配当又は利息支払の時期、社債券の発行条件）を記載すること。

(11) 買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況 (11) 買付け等の対価とする有価証券の発行会社の状況

有価証券をもって買付け等の対価とする場合に記載すること。 有価証券をもって買付け等の対価とする場合に記載すること。

ａ 買付け等の対価とする有価証券の発行者が公開買付者である場合には、発行者が公開買 ａ 買付け等の対価とする有価証券の発行者が公開買付者である場合には、発行会社が公開

付者である旨、「(６) 最近３年間の１株当たり配当額等の状況」及び「(７) 最近の株 買付者である旨、「(６) 最近３年間の１株当たり配当額等の状況」及び「(７) 最近の

価及び株式売買高の状況」を記載すること。 株価及び株式売買高の状況」を記載すること。

ｂ （略） ｂ （略）

ｃ 株券等が投資証券である場合には、「⑹ 最近３年間の１株当たり配当額等の状況」欄 （新設）

中「１株当たり」とあるのは「投資口一口」と、「⑺ 最近の株価及び株式売買高の状況

」欄中「株価」とあるのは「一口価格」と、「株式売買高」とあるのは「投資口売買高」

と読み替えて記載すること（「第５ 対象者の状況」欄において同じ。）。

ｄ （略） ｃ （略）

(12) （略） (12) （略）

(13) その他買付け等の条件及び方法 (13) その他買付け等の条件及び方法

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

ｃ 「(３) 応募株主等の契約の解除権についての事項」には、法第２７条の１２の規定の ｃ 「(３) 応募株主の契約の解除権についての事項」には、法第２７条の１２の規定の内

内容をわかりやすく記載すること。 容をわかりやすく記載すること。

ｄ～ｆ （略） ｄ～ｆ （略）

(14)・(15) （略） (14)・(15) （略）

(16) 経理の状況 (16) 経理の状況

ａ 次に掲げる場合に応じ、次に掲げるものを記載すること。 ａ 「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号）

⒜ 公開買付者が有価証券報告書の提出者であって連結財務諸表（連結財務諸表の用語、 の規定により作成した財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書（又は損失

様式及び作成方法に関する規則（昭和５１年大蔵省令第２８号）の規定により作成した 処理計算書）に限る。以下同じ。）を記載すること。ただし、同規則第２条の規定により

連結財務諸表をいう。以下同じ。）を作成している場合 他の法令、準則等の定めるところにより財務諸表を作成している場合には、当該財務諸表

連結財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書及び利益処分計算書（又は損失処理 を記載し、その旨注記すること。

計算書）に限る。以下同じ。）を記載すること。 なお、公開買付者が外国法人等である場合で、上記規則により作成することが困難であ

⒝ ⒜以外の場合 るときには、その国の法令の規定又は慣習により作成した財務諸表を記載することができ

「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号 る。この場合において、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目表示をしているも

）の規定により作成した財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書（又は のがあれば、それについてわかりやすく説明すること。

損失処理計算書）に限る。以下同じ。）を記載すること。ただし、同規則第２条の規定

により他の法令、準則等の定めるところにより財務諸表を作成している場合には、当該

財務諸表を記載し、その旨注記すること。

なお、公開買付者が外国法人等である場合で、上記規則により作成することが困難で

あるときには、その国の法令の規定又は慣習により作成した財務諸表を記載することが

できる。この場合において、特殊な会計処理をしているもの又は特異な科目表示をして

いるものがあれば、それについてわかりやすく説明すること。

ｂ これらの財務諸表は、最近２事業年度のものを掲げることとし、旧事業年度分を左側に ｂ これらの財務諸表は、最近２事業年度のものを掲げることとし、旧事業年度分を左側に

、新事業年度分を右側に配列して記載すること。ただし、公開買付者が最近事業年度に係 、新事業年度分を右側に配列して記載すること。ただし、公開買付者が最近事業年度に係
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る有価証券報告書の提出日以降届出書提出日までの間に半期報告書を提出している場合に る有価証券報告書の提出日以降届出書提出日までの間に半期報告書（法第２４条の５第１

は、最近２事業年度の財務諸表とともに中間貸借対照表及び中間損益計算書を掲げること 項に規定する半期報告書をいう。以下同じ。）を提出している場合には、最近２事業年度

。 の財務諸表とともに中間貸借対照表及び中間損益計算書を掲げること。

ｃ （略） ｃ （略）

(17)～(19) （略） (17)～(19) （略）

(20) 届出書提出日現在における株券等の所有状況 (20) 届出書提出日現在における株券等の所有状況

ａ 株券等の数は、株券については株式の数を、投資証券については投資口の数を、その他 ａ 株券等の数は、株券については株式の数を、その他のものについては第８条第２項の規

のものについては第８条第２項の規定により株式に換算した数を記載すること。以下同じ 定により株式に換算した数を記載すること。以下同じ。

。

ｂ・ｃ （略） ｂ・ｃ （略）

ｄ 「令第７条第３項第２号に該当する株券等の数」欄には、金銭の信託契約その他の契約 ｄ 「令第７条第３項第２号に該当する株券等の数」欄には、金銭の信託契約その他の契約

又は法律の規定に基づき、株主又は投資主としての議決権を行使することができる権限又 又は法律の規定に基づき、株主としての議決権を行使することができる権限又は議決権の

は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する株券又は投資証券（所有権 行使について指図を行うことができる権限を有する株券（所有権又は投資をするのに必要

又は投資をするのに必要な権限を有するものを除く。）の数を記載すること。 な権限を有するものを除く。）の数を記載すること。

ｅ （略） ｅ （略）

(21)～(23) （略） (21)～(23) （略）

(24) 公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容 (24) 公開買付者と対象会社又はその役員との間の取引の有無及び内容

最近の３事業年度における公開買付者と対象者又はその役員との間の重要な取引の有無及 最近の３事業年度における公開買付者と対象会社又はその役員との間の重要な取引の有無

び内容を記載すること。 及び内容を記載すること。

(25) 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容 (25) 公開買付者と対象会社又はその役員との間の合意の有無及び内容

公開買付者と対象者又はその役員との間の、公開買付けによる株券等の買付け等、買付け 公開買付者と対象会社又はその役員との間の、公開買付けによる株券等の買付け等、買付

後の重要な資産の譲渡等に関する合意の有無及びその内容を記載するとともに、公開買付者 け後の重要な資産の譲渡等に関する合意の有無及びその内容を記載するとともに、公開買付

が当該役員に利益の供与を約した場合には、その内容を記載すること。 者が当該役員に利益の供与を約した場合には、その内容を記載すること。

(26) 対象者の状況 (26) 対象会社の状況

「２ 株価の状況」及び「４ その他」を除き、対象者が提出した最近の有価証券届出書 「２ 株価の状況」及び「４ その他」を除き、対象会社が提出した最近の有価証券届出

又は有価証券報告書によるものとし、当該有価証券届出書又は有価証券報告書の提出年月日 書又は有価証券報告書によるものとし、当該有価証券届出書又は有価証券報告書の提出年月

を明示すること。 日を明示すること。

(27) 最近３年間の損益状況等 (27) 最近３年間の損益状況等

「損益の状況」欄には、百万円単位で記載することができる。 「損益の状況」欄には、百万円単位で記載することができる。

なお、株券等が投資証券である場合には、「損益の状況」欄中「売上高」とあるのは「営

業収益」と、「売上原価」及び「販売及び一般管理費」とあるのは「営業費用」と、「１株

当たりの状況」欄中「１株当たり当期純損益」とあるのは「１口当たり当期純損益」と、「

１株当たり配当額」とあるのは「１口当たり分配金額」と、「１株当たり純資産額」とある

のは「１口当たり純資産額」と読み替えて記載すること。

(28) 株価の状況 (28) 株価の状況

届出日の属する月前６月間の月別及び届出日の属する月の初日から届出日の前日までの期 届出日の属する月前６月間の月別及び届出日の属する月の初日から届出日の前日までの期

間に区分して、次に掲げる事項を記載すること。 間に区分して、次に掲げる事項を記載すること。

ａ 株式が証券取引所に上場されている場合には、主要な１証券取引所の市場相場を記載し ａ 株式が証券取引所に上場されている場合には、主要な１証券取引所の市場相場を記載し

、当該証券取引所名を注記すること。 、当該証券取引所名を注記すること。

ｂ 株式が法第７６条に規定する店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている場合 ｂ 株式が法第７６条に規定する店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている場合
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には、当該証券業協会の発表する相場を記載すること。 には、当該証券業協会の発表する相場を記載すること。

ｃ その他の銘柄で気配相場がある場合には、当該気配相場を記載し、その旨を注記するこ ｃ その他の銘柄で気配相場がある場合には、当該気配相場を記載し、その旨を注記するこ

と。 と。

ｄ 投資口が証券取引所に上場されている場合には、主要な１証券取引所の市場相場を記載 （新設）

し、当該証券取引所名を注記すること。この場合において、「最高株価」とあるのは「最

高１口価格」と、「最低株価」とあるのは「最低１口価格」と読み替えて記載すること。

(29) 株主の状況 (29) 株主の状況

ａ 届出日までに半期報告書又は臨時報告書（法第２４条の５第４項に規定する臨時報告書 届出日までに半期報告書又は臨時報告書（法第２４条の５第４項に規定する臨時報告書を

をいう。）が提出され、これらの報告書に主要株主（法第１６３条第１項に規定する主要 いう。）が提出され、これらの報告書に主要株主（法第１６３条第１項に規定する主要株主

株主をいう。）及び役員の異動の記載がある場合には、それを「(２) 大株主及び役員の をいう。）及び役員の異動の記載がある場合には、それを「(２) 大株主及び役員の所有株

所有株式の数」に注記すること。 式の数」に注記すること。

なお、商法等の一部を改正する法律（昭和５６年法律第７４号）附則第１５条第１項の なお、商法等の一部を改正する法律（昭和５６年法律第７４号）附則第１５条第１項の会

会社以外の会社にあっては本様式に準じて記載すること。 社以外の会社にあっては本様式に準じて記載すること。

ｂ 株券等が投資証券である場合には、「所有者別の状況」欄中「株式の状況（１単元の株

式数 株）」とあるのは「投資口の状況」と、「株主数」とあるのは「投資主数」と、「

所有株式数」とあるのは「所有投資口数」と、「所有株式数の割合」とあるのは「所有投

資口数の割合」と、「大株主及び役員の所有株式の数」の「役員」欄中「所有株式数」と

あるのは「所有投資口数」と、「発行済株式の総数に対する所有株式数の割合」とあるの

は「発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合」と読み替えて記載すること。この

場合には、「「所有者別の状況」欄中「単元未満株式の状況（株）」及び「大株主及び役

員の所有株式の数」の「大株主」欄の記載を省略すること。

(30) その他 (30) その他

対象者について最近の有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されていない重要な事実 対象会社について最近の有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されていない重要な事

を知っている場合には、当該事実を記載すること。 実を知っている場合には、当該事実を記載すること。
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改 正 案 現 行

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第三号様式 第三号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 別途買付け禁止の特例を受けるための申出書 【提出書類】 別途買付け禁止の特例を受けるための申出書

（略） （略）

１【本申出書に係る公開買付けの内容】 １【本申出書に係る公開買付けの内容】

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵【対象者名】 ⑵【対象会社名】

２・３ （略） ２・３ （略）

４【公開買付者及びその特別関係者に対して株券等を譲渡しない旨及びこれらの者と共同して対 ４【公開買付者及びその特別関係者に対して株券等を譲渡しない旨及びこれらの者と共同して対

象者の株主又は投資主としての権利を行使しない旨の誓約】(３) 象会社の株主としての権利を行使しない旨の誓約】(３)

５・６ （略） ５・６ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３) 公開買付者及びその特別関係者に対して株券等を譲渡しない旨及びこれらの者と共同して (３) 公開買付者及びその特別関係者に対して株券等を譲渡しない旨及びこれらの者と共同して

対象者の株主又は投資主としての権利を行使しない旨の誓約 対象会社の株主としての権利を行使しない旨の誓約

本申出書の提出日以後公開買付者及びその特別関係者（法第２７条の５第２号の規定によ 本申出書の提出日以後公開買付者及びその特別関係者（法第２７条の５第２号の規定によ

る申出を行った特別関係者を除く。）に対して対象者の発行する株券等を譲渡しない旨及び る申出を行った特別関係者を除く。）に対して対象会社の発行する株券等を譲渡しない旨及

これらの者と共同して当該対象者の株主又は投資主としての議決権その他の権利を行使しな びこれらの者と共同して当該対象会社の株主としての議決権その他の権利を行使しない旨の

い旨の誓約を記載すること。 誓約を記載すること。

(４) 公開買付者以外の者と共同して行う株券等の取得等の合意に関する事項 (４) 公開買付者以外の者と共同して行う株券等の取得等の合意に関する事項

本申出書の提出日以後公開買付者以外の者と共同して対象者の発行する株券等を取得し、 本申出書の提出日以後公開買付者以外の者と共同して対象会社の発行する株券等を取得し

若しくは譲渡し、若しくは当該対象者の株主又は投資主として議決権その他の権利を行使す 、若しくは譲渡し、若しくは当該対象会社の株主として議決権その他の権利を行使すること

ること又は当該対象者の発行する株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若し 又は当該対象会社の発行する株券等の買付け等の後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは

くは譲り受けることを合意している者がある場合に、記載すること。 譲り受けることを合意している者がある場合に、記載すること。

(５) （略） (５) （略）
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改 正 案 現 行

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第四号様式 第四号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 意見表明報告書 【提出書類】 意見表明報告書

（略） （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

(１) （略） (１) （略）

(２) 当該公開買付けに関する意見の内容及び根拠 (２) 当該公開買付けに関する意見の内容及び根拠

ａ （略） ａ （略）

ｂ 意見が取締役会又は役員会の決定に基づく場合には、その旨を記載すること。 ｂ 意見が取締役会の決定に基づく場合には、その旨を記載すること。

ｃ （略） ｃ （略）

(３) 役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数 (３) 役員が所有する株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数

意見が取締役会又は役員会の決定に基づく場合以外には、当該意見を表明する役員の所有 意見が取締役会の決定に基づく場合以外には、当該意見を表明する役員の所有株券等の数

株券等の数に限り記載すること。 に限り記載すること。

(４) （略） (４) （略）
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改 正 案 現 行

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第五号様式 第五号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 公開買付撤回届出書 【提出書類】 公開買付撤回届出書

（略） （略）

１【公開買付けの内容】 １【公開買付けの内容】

⑴【対象者名】 ⑴【対象会社名】

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）
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改 正 案 現 行

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第六号様式 第六号様式

【表紙】 【表紙】

【提出書類】 公開買付報告書 【提出書類】 公開買付報告書

（略） （略）

１【公開買付けの内容】 １【公開買付けの内容】

⑴【対象者名】 ⑴【対象会社名】

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略）

２【買付け等の結果】 ２【買付け等の結果】

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷【買付け等を行った後における株券等所有割合】(６) ⑷【買付け等を行った後における株券等所有割合】(６)

区分 議決権の数 区分 議決権の数

報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数

（個）⒜ （個）⒜

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）⒝ ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）⒝

ｂのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数 ｂのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数

（個）⒞ （個）⒞

報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数

（個）⒟ （個）⒟

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）⒠ ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）⒠

ｅのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数 ｅのうち株券の権利を表示する株券等預託証券に係る議決権の数

（個）⒡ （個）⒡

対象者の総株主の議決権の数（ 年 月 日現在）（個）⒢ 対象会社の総株主の議決権の数（ 年 月 日現在）（個）⒢

買付け等後における株券等所有割合 買付け等後における株券等所有割合

－１１－



（(a＋d)／(g＋(b－c)＋(e－f))×100）（％） （(a＋d)／(g＋(b－c)＋(e－f))×100）（％）

⑸ （略）

（記載上の注意） （記載上の注意）

（略） （略）

(１)～(４) （略） (１)～(４) （略）

(５) 買付け等を行った株券等の数 (５) 買付け等を行った株券等の数

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略）

ｅ 株券等が投資証券である場合には、「株券」、「新株引受権証書」、「新株予約権証券 （新設）

」、「新株予約権付社債券」及び「株券等預託証券」欄の記載を省略し、「投資証券」欄

を設けて記載すること。この場合には、「株式に換算した応募数」とあるのは「応募数」

と、「株式に換算した買付数」とあるのは「買付数」と読み替えて記載すること。

(６) 買付け等を行った後における株券等所有割合 (６) 買付け等を行った後における株券等所有割合

ａ 「対象者の総株主の議決権の数」の欄には、原則として、報告書提出日の総株主の議決 ａ 「対象会社の総株主の議決権の数」の欄には、原則として、報告書提出日の総株主の議

権（法第３２条第５項に規定する議決権をいう。）の数を記載すること。ただし、これが 決権（法第３２条第５項に規定する議決権をいう。）の数を記載すること。ただし、これ

わからない場合には、直近に提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書 がわからない場合には、直近に提出された有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告

に記載された総株主の議決権の数を記載しても差し支えない。 書に記載された発行済株式の総数を記載しても差し支えない。

なお、株券等が投資証券である場合には、「株券等に係る議決権の数」とあるのは「投

資証券に係る投資口の数」と、「議決権の数」とあるのは「投資口の数」と読み替えて記

載すること。この場合には、「潜在株券等に係る議決権の数」及び「株券の権利を表示す

る株券等預託証券に係る議決権の数」欄の記載を省略すること。

ｂ （略） ｂ （略）

(７) （略） (７) （略）

－１２－


